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表１ 保育所財産処分の場合の補助金返還について 
（補助金適正化法に基づく試算） 

 

 ◎１０年以上経過した保育所を無償譲渡の場合、補助金

返還はゼロ 

 

 ◎ 有償譲渡の場合、譲渡額に総事業費に占める国補助

の割合を掛けた額が返還を求められる。 

 ７保育所を仮にそれぞれ６００万円で譲渡した場合の

試算額１８５５万円 

 但し、上限額があり、国補助金に残存年数の割合を掛

けたものが上限額となる。 

表２ 農林水産省の林業再生事業補助金 
 

 石動幼稚園の例で試算すると、返還額は計８３６万円と試算

される。これが上記、財産処分の補助返還額に加算される。 


